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被
害
救
済
へ
期
待

よ
り
慎
重
に
捜
査

碧

‐‐‐‐

新

制

度

で
変

わ

る

の
は

「
起
訴
相
当

一
の
ケ
ー
ス
（）

検
察
官
が
再
び
不
起
訴
と
す

る
か
、
三
カ
月
以
内
に
起
訴

し
な
か

っ
た
場
合
、
審
査
会

は
補
佐
役
の
弁
護
士

の
法
的

助

言

を

受

け

な

が

ら
再

審

▼
検
察
審
査
会
　
検
察
官
の
不
起
訴

処
分
に
民
意
を
反
映
さ
せ
る
目
的
で

一

九
四
八
年
発
足

）^
審
査
員
の
任
期
は
半

年
で
、
三
カ
月
ご
と
に
半
数
が
交
代
。

昨
年
末
ま
で
に
約
五
十
四
万
人
が
務
め

た
。
審
査
会
は
地
裁
や
主
な
地
裁
支
部

に
設
置
。
今
月

一
日
ま
で
に
、
都
市
部

を
増
や
し
地
方
は
統
合
す
る
配
置
見
直

し
が
行
わ
れ
、
設
置
数
は
全
国
で
百
六

十
五
に
な

っ
た
。

査
。
改
め
て
八
人
以
上
の
賛

成
で

「
起
訴
議
決
」
を
す
る

と
、
裁
判
所
が
指
定
し
た
別

の
弁
護
士
が
検
察
官
役
を
務

め
、
公
判
が
開
か
れ
る
。

司
法
制
度
改
革
の

一
つ
と

し
て
、
二
〇
〇
四
年
の
検
察

審
査
会
法
改
正
で
導
入
が
決

ま

っ
た
。

最
高
裁
に
よ
る
と
、
全
国

の
審
査
会
が
昨
年
受
理
し
た

不
起
訴
事
件
は
、
自
動
車
運

転
過
失
致
死
傷
な
ど
過
失
事

件
を
は

じ
め

二
千

三
十
九

件
。
う
ち
百
三
十
件
が

「
起

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
訴
相
当
」
ま
た
は

一
不
起
訴

不
当
」
と
議
決
さ
れ
た
が
、

検
察
官
が
再
捜
査
で
起
訴
し

た
の
は
三
十
五
件
だ

っ
た
。

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
の
市

営
プ
ー
ル
で
小
学
二
年
の
女

児

（当
時
７
）
が
死
亡
し
た

事
故
で
は
、
管
理
請
負
業
者

三
人
が

「
起
訴
相
当

一
と
議

決
さ
れ
た
。
検
察
側
の
再
捜

査
で
今
年
二
月
、
二
人
は
略

式
起
訴
、　
一
人
は
再
び
不
起

訴
処
分
と
な
り
、
両
親
は
「
娘

の
命
を
奪

っ
て
罰
金
刑
で
は

到
底
納
得
で
き
な
い
」
な
ど

と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

兵
庫
県
明
石
市
で
〇

一
年

七
月

に
十

一
人

が
死
亡
し

た
歩
道
橋
事
故
は
、
審
査
会

が
二
回
に
わ
た
り

「
起
訴
相

圭

一
を
議
決
し
た
〇
三
年
以

理
で
堆

一
の
例
だ
が
、
検
察

は
不
起
訴
判
断
を
変
え
て
い

な
い

．
遺
族
側
は
新
制
度
開

始
の
二
十

一
日
、
三
回
目
の

審
査
を
申

し
立

て
る
予
定

だ
。新

制
度
に
つ
い
て
、
検
察

審
査
員
経
験
者
約
二
万

一
千

人

で
構
成

す
る

「
全
国
検

察
審
査
協
会
連
合
会
」
の
高

野
武
会

長

（
７７
）
は

一
責

任
が
重
く
な
る

一
方
、
や
り

が

い
を

一
層
強

く
感

じ
ら

れ
、
審
査
員
の
苦
労
が
報
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
評
価

す
る
。

一
方
、
検
察
官
が
独
占
し

て
き
た
起
訴
権
限
に
風
穴
が

開
く
だ
け
に
、
捜
査
現
場
は

「
よ
り
慎
重
な
捜
査
が
必
要

な
ケ
ー
ス
が
増
え
そ
う
だ
」

（検
察
幹
部
）
と
気
を
引
き

締
め
る
。
別
の
幹
部
は

「
同

じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
各
地
の

審
査
会
で
異
な
る
判
断
が
出

る
と
、
公
平
性
を
保
て
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か

一
と
困

惑
し
て
い
る
。

北
海
道

自
糠

町

特

産

し
そ
使

用

し
そ
焼
財
た
ん
た
か
た
ん

自
方
エ
ソ
フ
づ
ル
ー
プ

自
同
酒
精
株
式
会
社

口  入 額 漱 新  蘭

二
十

一
日
の
裁
判
員
制
度

ス
タ
ー
ト
と
同
時
に
、
市
民

が
検
察
官
の
不
起
訴
処
分
の

是
非
を
審
査
す
る
検
察
審
査

会

の
役
割
も
大
き
く
変
わ

る
。
こ
れ
ま
で
は

一
起
訴
す

べ
き
だ

（起
訴
相
当
）

一
と

議
決
し
て
も
検
察
の
判
断
を

拘
束
で
き
な
か

っ
た
が
、
今

後
は
再
度
の
議
決
が
起
訴
の

効
力
を
持
ち
、
刑
事
裁
判
が

開
か
れ
る
。
被
害
者
ら
が
「市

民
感
覚
を
反
映
で
き
る
」
と

期
待
す
る

一
方
、
検
察
側
に

は
捜
査

へ
の
影
響
を
懸
念
す

る
声
も
あ
る
。

検
察
審
査
会
は
不
起
訴
処

分
と
な

っ
た
事
件
の
う
ち
、

告
訴

・
告
発
人
や
被
害
者
ら

が
審
査
を
申
し
立
て
た
事
件

な
ど
を
非
公
開

で
審
査

す

る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
く
じ
で

選
ば
れ
た
十

一
人
の
市
民
。

不
起
訴
が
妥
当
と
判
断
す
れ

一州べ「諄籠赫〔識考湾］書
再度「起‐訴相当_なら拘‐東力


